
労働者派遣事業に関わる情報提供 

 

事業所：株式会社アクトプラス 

 

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の第 23 条 5

項（則第１８条の２第３項）の規定に基づき、情報を提供いたします。 

（対象期間 ：2025年 4月 1日～2026年 3月 31日） 

 

派遣労働者の数 371名（2026年 3月 31日現在） 

派遣先事業所数 332 

派遣料金の平均額 

1日（8時間当たり）の額 
23,182円 

派遣労働者の平均賃金 

1日（8時間当たり）の額 
15,226円 

マージン率 

34.3％ 

※マージン率：派遣料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除

した額を、派遣料金の額の平均額で除して得た割合 

※マージンには、派遣元が負担する教育訓練に要する経費・福利厚生費・社会保

険料等の事項についても含まれています。 

教育訓練に関する事項 
未経験の方、スキルに自信のない方も安心してお仕事を開始でき

る教育制度があります。 

キャリアコンサルティング

相談窓口の連絡先 

皆様の今後のキャリアプランなどについてご相談ができます。 

弊社で登録のある方、ご就業中の方、いずれもご利用が可能です。

ご相談を希望される場合は当事業所 0120-216-600 までお尋ねく

ださい。詳細をご案内いたします。 

派遣労働者の待遇の決定に

係る労使協定を締結してい

るか否かの別 

労使協定を締結しているか否かの別 ： 労使協定を締結している 

■協定の対象となる派遣労働者の範囲 ： すべての派遣労働者 

■協定の有効期間の終期 ： 2027 年 3 月 31 日 

その他参考となると認めら

れる事項 

雇用保険・健康保険・厚生年金に加入して頂きます。 

但し、加入条件があります。 

定期健康診断・産前産後休暇・育児休暇の制度などがあります。 

但し、対象条件があります。 

 

  



労働者派遣事業に関わる情報提供 

 

事業所：株式会社アクトプラス 大阪支社 

 

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の第 23 条 5

項（則第１８条の２第３項）の規定に基づき、情報を提供いたします。 

（対象期間 ：2025年 4月 1日～2026年 3月 31日） 

 

派遣労働者の数 74名（2026 年 3月 31日現在） 

派遣先事業所数 159 

派遣料金の平均額 

1日（8時間当たり）の額 
19,321円 

派遣労働者の平均賃金 

1日（8時間当たり）の額 
12,576円 

マージン率 

34.9％ 

※マージン率：派遣料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除

した額を、派遣料金の額の平均額で除して得た割合 

※マージンには、派遣元が負担する教育訓練に要する経費・福利厚生費・社会保

険料等の事項についても含まれています。 

教育訓練に関する事項 
未経験の方、スキルに自信のない方も安心してお仕事を開始でき

る教育制度があります。 

キャリアコンサルティング

相談窓口の連絡先 

皆様の今後のキャリアプランなどについてご相談ができます。 

弊社で登録のある方、ご就業中の方、いずれもご利用が可能です。

ご相談を希望される場合は当事業所 0120-947-320 までお尋ねく

ださい。詳細をご案内いたします。 

派遣労働者の待遇の決定に

係る労使協定を締結してい

るか否かの別 

労使協定を締結しているか否かの別 ： 労使協定を締結している 

■協定の対象となる派遣労働者の範囲 ： すべての派遣労働者 

■協定の有効期間の終期 ： 2027 年 3 月 31 日 

その他参考となると認めら

れる事項 

雇用保険・健康保険・厚生年金に加入して頂きます。 

但し、加入条件があります。 

定期健康診断・産前産後休暇・育児休暇の制度などがあります。 

但し、対象条件があります。 

 

  


